
様式第９（第２条第１項関係）

2025  年
サービスの種類 ＤＳＬアクセスサービス

事業者名

1.5Mbps 8Mbps 12Mbps 24Mbps 40Mbps 47Mbps

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県 14 7 1 34 9 104
石川県 13 39 178 1 87 769
福井県 3 9 13 20 32 194
山梨県
長野県
岐阜県 25 88 150 195 329 1,060
静岡県 22 63 70 58 21 885
愛知県 30 27 45 75 30 1,075
三重県 83 328 104 208 11 468
滋賀県 55 78 40 2 20 192
京都府 4 4 27 3 3 28
大阪府 4 2 8 4 5 56
兵庫県 74 40 770 317 118 824
奈良県 1 57

和歌山県 9 120 3 73
鳥取県 7 14 464 1 2 452
島根県 63 36 20 52 107 1,289
岡山県 68 60 238 34 37 1,061
広島県 89 83 284 112 269 2,954
山口県 49 58 456 44 50 1,358
徳島県 40 82 60 83 98 685
香川県 12 21 1 24 79 78
愛媛県 45 74 2 160 152 664
高知県 92 96 10 147 32 564
福岡県 28 35 19 6 382
佐賀県 34 129 1 634
長崎県 102 360 4 1 1,832
熊本県 18 38 1,290 4 1,302
大分県 32 52 647 28 218 1,449
宮崎県 17 55 30 6 683

鹿児島県 7 49 425 63 55 683
沖縄県 4 5 22 1 1 270

合    　計 1,035 1,941 5,498 1,677 1,775 22,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0

参考事項

791
1,282

2,652
2,426

　 ４　「都道府県」及び「最大速度」の欄は、必要に応じ、適宜増減すること。

303
34,051

1,097

2,015
1,048

798
2,299

941
470

　 ５　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

注１　ＤＳＬアクセスサービス及びＣＡＴＶアクセスサービスごとに別葉とすること。

　 ２　最大速度とは、契約約款等に定める最大通信速度をいう。

　 ３　注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の欄にその内容を記載すること。
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電気通信役務契約等状況報告
都道府県別最大速度別契約数

合     計

　3　月　31　日　現在

西日本電信電話株式会社

最大速度最大速度

都道府県


